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はしがき

開発途上国の灌漑システム運営においては、1990年代
から受益農家による参加型灌漑管理（Participatory Irri-
gation Management: PIM）と灌漑管理移管（Irrigation 
Management Transfer: IMT）が推進されている（石井・
佐藤 2003、佐藤・佐藤 2006、Kulkarni and Tyagi 2012、
田野井他 2016）。IMT ではダムと幹線水路の管理を政府

（または民間）の灌漑実施機関が管理し、二次水路以下の
管理を農家からなる水利組合（Water Users Association: 
WUA）に移管して、灌漑実施機関と WUA による共同
システム管理（Joint System Management: JSM）を行う
形が一般的である（Kulkarni and Tyagi 2012、田野井他
2016、Hacho and Tsutsui 1998、佐藤他 2007）。しかし、
開発途上国のIMTとJSMは十分機能しておらず、円滑な
灌漑運営がなされていない問題が指摘されている（Hacho 
and Tsutsui 1998、Mukherji他 2009、角田 2011、2023、
Kakuta 2019）。

一方、日本の灌漑運営では、灌漑実施機関と WUA に
相当する土地改良区とのJSMが円滑に機能する結果、末
端部まで公平な水配分がなされており、世界的にもPIM
と IMT、JSM の成功事例と言われている（Mukherji
他 2009、Kono他 2012、岩田・岡本 2000、田野井他 2016、
Kakuta 2020、2021、角田 2023）。

本論文では兵庫県の東播用水土地改良区において実施
した聴き取り調査に基づき、東播用水地区において東播
用水土地改良区と下部組織である傘下の土地改良区・水
利組合（以下、土地改良区等という）及び上部組織であ
る近畿農政局加古川水系広域農業水利施設総合管理所

（以下、加古川総管という）との水利システム連携が円滑
に行われ、JSM が成功している要因を考察する。

本稿ではまず研究方法を説明し、次に開発途上国にお

ける IMT と JSM の問題点を述べる。次に東播用水土地
改良区における IMT と JSM の実施方法を調査結果に基
づき説明する。最後に東播用水土地改良区におけるJSM
の成功要因を考察する。

第 1節　研究方法

1．オストロムの共有資源管理理論とフリーマンの灌
漑用水割当制度の理論

筆者は灌漑用水とその用水を受益者に供給する灌漑シ
ステムが共有資源である、という見方を前提として、灌
漑システムの運営状況を評価するためにオストロムの共
有資源管理の理論（Ostrom 1990）とフリーマンの灌漑
用水割当制度の理論（Freeman 1989、1992）を適用して
いる。オストロムは永続する共有資源管理組織には①組
織の明確な範囲、②便益と負担の連動、③運営規則修正
への参加、④監視、⑤段階的な制裁、⑥紛争解決能力、
⑦組織化の権利の保証、⑧組織の多層化の 8 つの共通の
条件があるとしている（Ostrom 1990）。

フリーマンの理論はオストロムの共有資源管理理論の
灌漑システム版と言ってよいものであり、効果的な灌漑
システムの WUA が持つべき 6 つの条件として、①リー
ダーが地元住民から選出されている、②リーダーと職員
が地元のメンバーに責任を負う、③用水の配分が受益者
の果たす義務に応じて与えられる（割当制度）、④用水配
分において上流下流の格差が是正されている（割当制
度）、⑤メンバーの水資源管理能力が高い、⑥メンバーが
地元の組織を支持する傾向が高いことを挙げている 1。

１ Freeman (1989) p.25をLepper (2008) p.50及びFreeman 
(2009) に基づき筆者一部改訂。
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2．本稿で取り上げるWUA の評価指標：水資源管理
能力

これらの条件はいずれも灌漑システムのWUAが円滑
に機能するためには不可欠の条件であるが、本稿ではそ
の中でもフリーマンの条件⑤水資源管理能力に特に焦点
を当てて論じる。フリーマンによれば水資源管理能力と
はWUAが適時に適量の用水をメンバーに供給できるこ
とである。これは WUA が灌漑システムの水源から末端
まで管理ができることを意味する（Freeman 2009）。あ
るいはダム・幹線水路を管理する灌漑実施機関と WUA
とのJSMが十分機能している必要がある。しかし開発途
上国の灌漑システムでは後述するように、不適切なJSM
によってWUAの水資源管理能力が損なわれているケー
スがみられる。その結果、WUA が十分機能できず、灌
漑システムが円滑に運営されないという問題が生じる原
因の一つになっている。一方、東播用水土地改良区では
後述のように、この JSM が効果的になされていること
が、東播用水土地改良区と傘下の土地改良区等の水資源
管理能力を高め、結果として東播用水地区という灌漑シ
ステム全体の運営が成功裏になされている要因の一つと
なっていると考えられる。
3．調査の方法
本稿で用いるデータは、特に出典を明記していない限

り、筆者が2023年 2月 13日から 17日までの5日間、東
播用水土地改良区とその上部組織である加古川総管、傘
下の土地改良区等である国岡土地改良区、兵庫県加古土
地改良区（以下、加古土地改良区という）、神戸市岩岡上
土地改良区ポンプ池水利委員会（以下、ポンプ池水利委
員会という）で行った現地調査結果に基づく。またデー
タは特に記載していない場合は現地調査を実施した
2023年 2月時点のデータである。現地調査は人類学的手
法による簡易農村調査法（Rapid Rural Appraisal: RRA）、
特にセミストラクチャード・インタビューにより実施し
た。調査項目では東播用水土地改良区と加古川総管及び
傘下の土地改良区等の三者の JSM である広域水利シス
テム連携（福田2023）が円滑に機能している要因を考察
するため、フリーマンの条件⑤水資源管理能力に関連す
ると考えられる事柄について重点的に聴き取りした。調
査対象者は上記機関の役職員 10 名である。

第 2節　開発途上国の IMTと JSMの問題点

1．事例
開発途上国の灌漑システムでは不適切な JSM によっ

てWUAの水資源管理能力が損なわれているケースがみ
られる。本稿では開発途上国の灌漑システムの IMT と
JSMの問題点の事例として、フィリピン・ボホール州A
灌漑システムのB水利組合と、ガーナ・ポン灌漑システ
ムの WUA C1 を紹介する。

1）フィリピン・ボホール州 A灌漑システムの B水利
組合

フィリピン・ボホール州 A 灌漑システムは灌漑面積
530 ヘクタールで、幹線水路のみコンクリート、二次水
路以下は土水路である。B 水利組合は 4 つの WUA の最
上流にあり、灌漑面積 149.5 ヘクタール、受益者 242 名

（2001年）である。灌漑農地は主に水田として利用され、
米を生産している（角田 2011）。

A灌漑システムではJSM契約を締結しており、国家灌
漑庁（National Irrigation Administration: NIA）ボホー
ル州事務所がダムと幹線水路、4WUAが二次水路以下を
管理することになっていた。WUA は JSM 契約のもと、
水利費の徴収、二次水路以下の清掃、水管理をNIAから
委託されていた。1993年から灌漑が開始されたが、1999
年2月の時点では4つのWUAは機能不全に陥っていた。
幹線水路から二次水路への水門の開閉は NIA の水管理
人（Gate Keeper）が担当していた。B水利組合では用水
が不足する場合にはWUA長または理事（Board of Direc-
tor: BOD）から NIA の組織開発員（Institutional Devel-
opment Officer: IDO）を通じて要求する必要があった。
しかし IDO が不在の場合には水管理人から用水をもら
えないことがあるなど、B 水利組合の必要な時に必要な
量（適時適量）の用水を確保できる体制になっていな
かった（角田 2011）。A灌漑システムではNIAボホール
事務所が傘下のB水利組合のニーズに合った適時適量の
送水を実施していなかったため、JSMによってB水利組
合の水資源管理能力が損なわれる状態になっていたとい
える。
2）ガーナ・ポン灌漑システムのWUA C1
ガーナ・ポン灌漑システム（Kpong Irrigation Scheme: 

KIS）は灌漑面積約 3000 ヘクタールであり、その内訳は
水田約 1800 ヘクタール、バナナ園約 1200 ヘクタールと
なっている。灌漑地区はポンダムを水源とする重力式灌
漑システムであり、幹線水路以下土水路となっている。
WUA C1は12のWUAの最上流であり、灌漑面積107ヘ
クタール、受益者88名（2016年）である（Kakuta 2019）。

KISでは JSMによって政府の灌漑実施機関（KIS事務
所）が幹線水路、幹線排水路、幹線道路を管理し、WUA
が二次水路以下の水路、排水路、道路を管理することに
なっていた。WUA C1では二次水路以下の施設はWUA 
C1によってほぼ適切に管理されていた。しかし、KIS事
務所では構造調整政策による政府の予算削減の影響を受
け、運営費の不足により、2015年、2016年に幹線水路の
清掃を実施することができなかった。このため幹線水路
に泥が堆積し、草が生える状態になったため、下流部で
水不足が発生した。また幹線排水路はKIS事務所が予算
不足で重機の手配ができなかったため、2017 年時点で 8
年間清掃されていないと言われていた。これにより下流
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部で溢水が発生した。また2017年6月には排水路から収
穫直前の水田に排水が流れ込み、稲が収穫できなくなっ
た。

また幹線水路の水門の操作はKIS事務所の職員が行う
ことになっていた。しかし KIS 事務所の予算削減によ
り、水管理要員が2014年の10人から2017年には1人に
減らされた。このため職員はポン灌漑システム全体の幹
線水路と水門を見て回るのに 2 日かかるようになった。
このため農家の水門開閉の要望や溢水の問題にすぐに対
応できなくなり、農家の苦情が増大した。また農家が勝
手に水門を開けたり、水門のカギを壊すことも生じた。
また水利費の支払いを拒否する農家が生じ、徴収率は前
年の 86％から 40％（2016 年時点）へと下落した。

ポン灌漑システムにおいてはKIS事務所の予算、人員
不足により灌漑実施機関としての本来の役割を果たすこ
とができず、適時適量の用水を傘下の WUA C1 に配分
することができなかった。このため結果としてWUA C1
ではメンバーに対して適時適量の水配分を行うことがで
きなかった。WUA C1 では、JSM によって WUA の水
資源管理能力が損なわれる状況になっていた（Kakuta 
2019）。
2．先行研究から見る開発途上国の IMTと JSMの問題
点

Mukherji 他（2009）はアジアの108の灌漑システムに
おける IMTの成果の評価調査を実施した結果を踏まえ、
開発途上国の灌漑実施機関は WUA のニーズに合った
サービスが行えず、IMTはそもそも成功しないとしてい
る。成功しているケースの成功要因はその灌漑システム
の固有の事情によるもので、成功要因は普遍化できない
という。彼によれば、IMTでは政府がダム・幹線水路を
管理することになっているが、そもそも政府の能力（予
算、人員）が不足しているのに、WUA のニーズに合っ
たサービスを行うことはできない、としている。

Mukherji 他（2009）によると、IMT が成功しなかっ
た理由は政府職員が自分の権限を奪われることに抵抗し
ていたため、IMTの手続きをスムーズに進めなかったこ
と、IMT政策の不明瞭さ、不適切な技術と高価なコスト
である。

またタイでは王室灌漑局（Royal Irrigation Department: 
RID）が河川からの取水、幹線水路、支線水路からの配
水を管理し、水利用者組織（Water Users’ Organization: 
WUO）が末端用水路レベルの運用、維持管理を行う。灌
漑施設の建設については頭首工、幹線用水路、支線用水
路は RID が実施する（田野井他 2016，39 ページ）。RID
はトップダウンアプローチで灌漑施設の近代化を進めて
きたため、農家は建設の過程に参加しておらず、自分た
ちの施設だという意識（オーナーシップ）を持っていな
かった。農家は「水は国王から与えられている」と考え、

RID が農地に水を配水すべきだと考えていた。このため
建設後農家に灌漑施設を移管しても農家が維持管理に参
加しない問題が指摘されている。（Shioda and Onimaru 
2007, p.18）。

また水谷（2002）によれば、モンスーン・アジアの近
代的な大規模灌漑システムではそもそも水配分の意思決
定者は国家およびテクノクラート（専門技術者集団）で
あり、灌漑用水の給水方法は国家が決めたルールによる
供給主導型の給水であるという。水利権、施設所有権は
国家に帰属し、水配分の責任と権限も国家が有する。こ
のため、国家管理型の灌漑システムでは農民の関与を想
定していないという。供給主導型の給水とは、予め算定
した季節ごとの需要水量をダムから堰、幹線水路、支線
水路、三次水路へ順次送水する方式である。しかしこの
給水方法では、実際には需要に見合う配水をすることが
できず、適時適量の送水を実現することが難しいという

（水谷 2002）。
これらの事例及び先行研究から、JSMが機能しない要

因として以下の点が挙げられよう。
ア）灌漑実施機関の予算、人員、技術力の不足。
イ）灌漑システムがまず政府によって建設され、その

後に農家水利組織（WUA）が結成され、灌漑シス
テムの維持管理に「参加させられている」という歴
史的経緯。

ウ）灌漑実施機関と WUA の不平等な関係（灌漑実施
機関によるトップダウンアプローチ）。

エ）灌漑実施機関とWUAのコミュニケーション不足。
オ）WUA のニーズを把握した上での WUA のニーズ

に合った適時適量の送水の欠如。
カ）灌漑運営を成功させるための灌漑実施機関と

WUA の適切な役割分担と協力体制の欠如（政府職
員や農民の灌漑管理の権限・責任の移譲への抵抗や
拒絶）。

第 3節　日本の土地改良区における JSM

一方、円滑に機能しているとされる日本の土地改良区
での JSM はどのような特徴を持っているのだろうか。

日本の土地改良区で JSM が適切に機能している背景
には法律、財政、計画・設計基準等の諸制度の存在があ
ると考えられる（斎藤他 2017）。

そもそも開発途上国の灌漑システムと比べて、日本の
JSM は長い歴史を持っているといえる。

日本の JSM の原型は 17～19 世紀の江戸時代にほぼ確
立され、明治の耕地整理事業等の各種事業を経て、1949
年に制定された土地改良法の施行後、土地改良区におけ
る参加型灌漑管理事業とJSMが実施されてきた。日本の
PIM と JSM を支えている法律、制度としては、土地改
良法の他、農業用水の水利権を保証する河川法、渇水時
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の水融通の仕組み等がある（田野井他 2016）。土地改良
法の中では土地改良事業について①原則として農用地の
耕作者を事業参加資格者としていること、②事業参加資
格者の発意・同意に基づいて実施すること、③受益地と
なる一定の地域内の事業参加資格者の 3 分の 2 以上の同
意により強制的に事業実施、費用負担ができることが基
本的な原則として定められている（農業土木学会 1992）。
つまり、土地改良法が裏付けとなって、灌漑システムの
受益者と受益地が確定され、土地台帳も整備されている

（齋藤他 2017）。さらにこの法においては、事業実施主体
（土地改良区、国、都道府県、農協、市町村等）ごとの事
業実施手続き、費用負担、国からの補助に関する規定の
他、土地改良事業団体の組織・運営等について規定して
いる（農業土木学会 1992）。財政面においては国営、県
営および団体営が重層的に行われている（齋藤他 2017）。

ここでは日本のJSMを機能させている制度の中で、特
に各関係機関の灌漑管理における明確かつ重層的な役割
分担について見ていく。

日本では江戸時代から農業用水の管理は、支線水路以
下は村による自主管理、幹線は幕藩による監督・支援と
いう役割分担と費用分担の関係が存在していた（佐
藤 2018）。この中で限られた水を最大限有効かつ安定的
に使うため、水利調整、政府と農民の役割分担、渇水時
における水配分といった水利技術が発達してきた（佐
藤 2014）。

この結果日本では国、都道府県、市町村、土地改良区
等の主体が重層的に役割を分担し、連携して灌漑システ
ムを管理している。すなわちダム、頭首工、機場、幹線
水路等は土地改良区や地方公共団体が、支線水路は水利
組合や集落が、末端水路は農家がそれぞれ管理を行って
いる（田野井他 2016）。

これらの水利組織の内部もさらに重層的な構造を持っ
ていて、土地改良区の下に各水路レベルで組織が存在
し、末端の 1 次水路、2 次水路、3 次水路、4 次水路の各
レベルに水利組織があり、末端にムラがあって水利組織
として灌漑システムを管理している（岩田・岡本 2000）。
現在では例えば加古土地改良区ではムラは自治会・地区
に対応し、自治会が土地改良区の下部組織として土地改
良区の活動を下支えしている（Kakuta 2020、2021）。

また水管理と施設の維持管理について見ると、どちら
も重層的管理体制の下で行われるが、やや役割分担の違
いがみられる。水管理については頭首工や幹線用水路等
の基幹的水利施設の管理を土地改良区が担い、支線用水
路以下を各水路の受益農家で構成される水利組織や集落

（ムラ）が担当するといった重層的な管理体制が敷かれ
てきた。一方、施設の維持管理については、役割分担は
水管理とは同じではなく、幹線水路などの水管理は土地
改良区職員が行うが、施設の管理のうち、水路の浚渫や

刈り払いは受益農家の組合等に委託される場合が多い。
しかし、重層的管理体制の下で行われる点は同じである

（松村・広田 2004）。例えば、胆沢平野土地改良区におい
ては維持管理は土地改良区、その下の施設管理人、道水
路保護組合、関係受益者（3 次水路レベル、末端 50 ヘク
タール）という重層的維持管理体制が構築されている。
集落レベルには特別な組織はない（松村・広田 2004）。

Mukherji 他（2009）は IMT の例外的な成功事例の一
つとして日本の豊川用水土地改良区を挙げている。彼ら
によれば成功理由は「農家がすべての意思決定段階に参
加していること、独特な機能的役割分担モデルがあり、
各組織がそれぞれのレベルで水管理を重複することなく
分担していることである。すなわち、成功要因は農家の
幅広い参加と各組織の役割・責任分担が明確になされて
いること」を挙げている。しかしこれは他の灌漑システ
ムに普遍的に普及できるものではなく、日本独自のシス
テムとみなしている（Mukherji 他 2009，pp.42‒43）。

豊川用水土地改良区の成功要因としてKono他（2012）
は農家があらゆるレベルで意思決定に参加できること、
灌漑実施機関とWUAの間に空間的役割分担（Spatial Role 
Sharing）と機能的役割分担（Functional Role Sharing）

（佐藤他 2007）がなされ、関係機関が自分の役割を各レ
ベルで適切に果たしていることを挙げている。豊川用水
地区では重層的に農家水利組織が形成され、水源を管理
する水資源機構の下に豊川用水土地改良区、その下に地
元の水利組合、その下に管理区、その下に管理グループ
がある。そこでは農家と水資源機構は水路の各段階での
水管理の役割を分担していると同時に、水管理、決定、
管理、監視、フィードバックという水管理のプロセスに
おいてそれぞれ役割を分担している。農家は各レベルに
代表を送ることで全てのレベルの意思決定に参加できる
仕組みが公式に作られている。豊川用水地区では定期的
な（年 1 回）農家（水利組合）と豊川用水土地改良区の
会議が設けられ、会議に出された水利組合側の水需要・
要望を取りまとめて豊川用水土地改良区と水資源機構が
全体の用水量を決定し、用水を配分している。豊川用水
土地改良区では構成員として下部組織から代表者が総
代、理事として参加している。年に 1 回の水利調整会議
に豊川用水土地改良区と末端の水利組合の代表者が出席
し、水配分について協議を行う。豊川用水土地改良区で
は農家の要望を取りまとめて水資源機構と協議し、年間
の配水計画を策定する。すなわち、水資源機構がトップ
ダウンで配水計画を作るのではない。また年間計画と実
態の乖離は 10 日ごとに農家の実際のニーズに合うよう
に見直しされている。従来は豊川用水地区では傘下の水
利組合からの要望に応じて豊川用水土地改良区がその都
度配水していたため、必要以上の配水をし、水不足を経
験していたが、各水利用者からの要望を取りまとめ調整
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することで節水ができるようになったとしている。豊川
用水土地改良区の会議には農家代表が出席しているの
で、調整は農家の合意のもとでなされており、農家が納
得できる仕組みになっている。水資源機構の職員は配水
を会議で決められたルールに沿って行っているので、公
平な水配分と高い灌漑効率が実現されているという。ま
たそれぞれのレベルで各組織が必要な水管理・維持管理
を行って役割分担を果たしているため、灌漑システムが
円滑に運営され、JSMが成功している（Kono他 2012）。

Kono 他（2012）によれば、豊川用水地区の JSM の成
功要因は①農家があらゆるレベルで意思決定に参加でき
る、②全ての農家が自分の意志を表明できる組織構造に
なっている、③機能的役割分担と空間的役割分担システ
ムによって関係機関が自分の役割を水路の各レベルで適
切に果たしていることとしている（Kono 他 2012）。

これらの先行研究から日本の土地改良区において例外
的に IMT と JSM が機能する要因の一つに関係機関の重
層的役割分担の存在が挙げられると考えられる。本稿で
も東播用水地区における JSM の成功要因として関係機
関の重層的役割分担があることをまず前提とする。その
上で、中間組織に位置する東播用水土地改良区がJSMを
成功させるためにどのような役割を果たしているのか、
という点に焦点を当てて論じていきたい。

第 4節　東播用水土地改良区における調査結果

1．東播用水土地改良区の概要
1）東播用水地区の概要と歴史
ここではまず東播用水土地改良区とその関係機関の概

要について説明する。
東播用水土地改良区は兵庫県にあり、受益市町は神戸

市、明石市、加古川市、三木市、稲美町にわたる。当初
1992 年（平成 4 年）東播用水土地改良事業完成時の灌漑
面積は 7650 ヘクタールであったが、農地転用等により
2022 年の灌漑面積は 7080.6 ヘクタール、組合員数は
12,115 人である（水土里ネット東播用水 2022）。

この地域は瀬戸内海式気候のため年間降雨量が約
1300 ミリと少なく、農民は 7000 個以上のため池を建設
し、水源としてきたが、恒常的な水不足に悩まされてき
た（水土里ネット東播用水 2022）。受益地南部のいなみ
野台地においては兵庫県で最古と言われる天満大池が
675 年に築造された。その後いなみ野台地は近世の新田
開発の時期に河川の利用とため池の建設が進んだ。この
際、後発の新田は河川水利に参入するために非灌漑期の
水利権を獲得し、得た河川水をため池を築造し、貯水す
る方式を編み出した。「非灌漑期の水の利用」と「河川と
ため池をつなぐ」という智恵が確立した（南埜 2020）。

明治初期までは水不足から綿花が栽培されていたが、
安い輸入綿花に押され、農家の生計が苦しくなったた

め、水稲の栽培が目指された。しかし、水源が不足して
いたため、新たな疏水事業が構想された。1888 年（明治
21 年）淡河川疏水事業が着工し、1891 年（明治 24 年）
完成した。1911 年（明治 44 年）山田川疏水事業が着工
し、1919 年（大正 8 年）に完成した。この淡河川・山田
川疏水事業（以下、淡山疏水という）は完成まで 150 年
を要している（兵庫県東播磨県民局他 2020）。この疏水
事業では非灌漑期の水を溜めるため、50か所を越えるた
め池が新たに作られた（南埜 2020）。この疏水事業によ
り稲作が可能となり、生産性が向上した（近畿農政局東
播用水二期農業水利事業所 2017）。

しかし、依然として用水不足は解消されず、戦後食料
増産が国の緊急課題となり、水田開発のため新たな用水
が必要となった。このため 1970 年（昭和 45 年）から水
源対策として加古川の上流の篠山川に川代ダム（有効貯
水量 1,300 千 m3）を建設し、そこから東条川に建設した
大川瀬ダム（有効貯水量 8,150 千 m3）、山田川に建設し
た吞吐ダム（有効貯水量17,800千m3）を川代導水路（延
長 13.4km）及び大川瀬導水路（延長 22.7km）でつなぎ、
いなみ野台地に通年の給水を実現する国営東播用水土地
改良事業が実施され、1993 年（平成 5 年）完工した（図
1参照）。これによりようやく安定的な農業用水の供給が
実現した（南埜 2020、近畿農政局東播用水二期農業水利
事業所 2017、兵庫県東播磨県民局他 2020 年、水土里
ネット東播用水 2022）。東播用水事業では末端受益地で
あるため池に送水するための幹線水路、支線水路を新設
及び改修し、これらの水路を通じて東播用水土地改良区

図 1　国営東播用水地区概要図
出所： 近畿農政局東播用水二期農業水利事業所（2017），『国営かん

がい排水事業：東播用水二期地区事業概要』農林水産省，8
ページ。
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が 498 か所の既存のため池や河川に給水している（水土
里ネット東播用水 2022、2023）。この事業によって新た
なため池は築造されなかったが、既存のため池の貯水量
が水利調整において重要な役割を果たしている。東播用
水事業はため池への補給水としての位置づけであり、

「河川とため池をつなぐ」という地域の智恵のもと成立
しているといえる（南埜 2020）。

その後 2013 年（平成 25 年）から施設の老朽化や酒造
好適米「山田錦」の増産等による用水不足への対応とし
て国営東播用水二期土地改良事業が着工し、2022年（令
和 4 年）に完工した（近畿農政局東播用水二期農業水利
事業所 2017、水土里ネット東播用水 2023）。
2）東播用水地区の管理区分
東播用水地区ではダムなどの水源から農地に水が届く

までの管理は 3 つに区分され、JSM が実施されている。
ダム（川代ダム、大川瀬ダム、吞吐ダム）と導水路（川
代導水路、大川瀬導水路）、中央幹線水路（7 号分水工ま
で）の管理は加古川総管が行っている。これ以降の水利
施設から地元のため池（補給水源）等までを東播用水土
地改良区が管理している。さらにため池や井堰から農地
までの間の管理は地元の土地改良区等が行うことになっ
ている（水土里ネット東播用水 2023）。
3）加古川総管が管理する 3つの国営事業
加古川水系の 3 つの国営事業（東播用水地区、東条川

地区（主水源：鴨川ダム）、加古川西部地区（主水源：糀
屋ダム））ではそれぞれのダムを一元的に管理する事業
として1990年（平成2年）から加古川水系広域農業水利
施設総合管理事業が実施され、加古川総管が直轄管理を
行っている。この 3 地区の用水は兵庫県企業庁（以下、
企業庁という）が管理する上水道・工業用水と各土地改
良区が管理する農業用水として使われている（水土里
ネット東播用水 2022）。
4）東播用水土地改良区の組織
東播用水土地改良区の組織について見ると、上記の通

り、灌漑面積は7080.6ヘクタール、組合員数は12,115人
である。議決機関として総代会、執行機関として理事
会・監事会が置かれている。それぞれの定数は総代が80
名（6 選挙区・任期 4 年）、理事が 27 名（員内理事（組
合員である理事）が 21 名）（任期 4 年）、監事 5 名（員内
監事が4名）（任期4年）である。また理事会の下に路線
別水利委員会が置かれている（水土里ネット東播用
水 2022）。なお、東播用水土地改良区の員内理事は 6 つ
の被選任区から21名が選任されている。被選任区は元々
ほ場整備土地改良区をベースに決められていたが、ほ場
整備土地改良区はほ場整備事業が完了すると解散された
ため、現職の理事から自治協議会（自治会長連合）に理
事候補者の選出を依頼している。

5）東播用水土地改良区事務局の業務と組織
一方、日常の配水管理業務（幹線・支線水路の水利調

整、ため池等へ送水するポンプの運転、バルブ、ゲート
の操作等）及び維持管理業務は東播用水土地改良区事務
局の業務担当職員がすべて実施している。また賦課金の
請求・徴収業務や農地転用、組合員の資格交替等土地台
帳に関する事務手続きは事務局の総務担当職員が行って
いる（水土里ネット東播用水 2023、東播用水土地改良
区 2022a）。事務局の人員は2022年時点で理事長以下23
名で内職員13名、嘱託1名、臨時雇用2名、現場で配水

図 2　東播用水土地改良区の機構図（2022 年 4 月 1日時点）
出所： 水土里ネット東播用水「土地改良区の概要：機構図」2022年

4 月 1 日，www.toban‒yosui.jp/outline/kiko.html，（2023 年
9 月 15 日閲覧）。

図 3　事務局組織図（2022 年 4 月 1日時点）
出所： 出所：水土里ネット東播用水「土地改良区の概要：機構図」

2022 年 4 月 1 日，www.toban‒yosui.jp/outline/kiko.html，
（2023 年 9 月 15 日閲覧）。
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管理業務を担当する業務委託7名となっている（図2　東
播用水土地改良区の機構図、図 3　事務局組織図参照）

（水土里ネット東播用水 2022）。他の土地改良区では職
員が20名ほど雇用されているため、東播用水土地改良区
では職員全体の数が13名と少ないが、高い賦課金徴収率
を上げている。東播用水土地改良区の運営に関わる業務
を実質上行っているのは事務局である。
6）東播用水土地改良区の賦課金
東播用水土地改良区の賦課金は経常賦課金と維持管理

費に分かれる。経常賦課金は 10 アールあたり 1500 円と
面積割となっている。一方維持管理費は一部水量割と
なっており、過去5年間の10アール当たりの実績送水量
を平均し、それにより A、B、C、D、E のいずれかに区
分している。維持管理費の単価は10アール当たり、それ
ぞれ 600 円、900 円、1000 円、1200 円、1300 円となって
いてEが最も高い。またF区分の井堰掛・畑・濃縮地区
は 600 円、G 区分の志染川・美の川の井堰掛は 300 円と
設定されており、地目（水田か、畑か）と使用した用水
の量に応じて維持管理費の金額を区分している。賦課金
の納入方法は、東播用水土地改良区の窓口で納入、賦課
金通知書により郵便局で納入、農業協同組合での貯金口
座から口座振替のいずれかとなっている。なお、土地改
良区や水利組合等の団体単位で期限内に納入した場合は
徴収額の 2％が徴収手数料として団体に交付されること
になっている（水土里ネット東播用水 2022）。
7）東播用水土地改良区の運営状況
東播用水土地改良区の2022年度の賦課金（水利費）徴

収率は98.9％の高さであった（東播用水土地改良区 2023）。
全国の土地改良区の中でも高い賦課金の徴収率となって
いる。また灌漑地区内では北部から南部まで公平な水配
分がなされている。灌漑施設の維持管理も東播用水土地
改良区によって常時適切になされている。また外部機関
との関係を見ると、JSM を行っている加古川総管、傘下
の土地改良区等とも良好な関係を保っている他、兵庫
県、関係市町（神戸市、明石市、加古川市、三木市、稲
美町）、全国土地改良事業団体連合会（以下、全土連とい
う）、兵庫県土地改良事業団体連合会（以下、県土連とい
う）などの関係機関（水土里ネット東播用水 2023）との
関係も良好である。これらから東播用水土地改良区では
灌漑システム運営が円滑になされているといえる。東播
用水土地改良区の運営状況を学ぶため、土地改良区や国
際協力機構（JICA）の海外研修員等、国内外からの見学
者も多い。
2．東播用水土地改良区の水資源管理能力
以下では本稿の目的である、東播用水地区における

JSMの成功要因を明らかにするために、まず東播用水土
地改良区がどのように用水を受け取り、どのように傘下
の土地改良区や水利組合に用水を配分しているのか、い

かにして高い水資源管理能力を保持しているのか、東播
用水土地改良区の水配分方法を中心に見ていく。

その際、第 2 節 2．において開発途上国において JSM
が機能しない要因の項目として、予算、人員、技術力、
歴史的経緯、灌漑実施機関と WUA との関係、灌漑実施
機関と WUA のコミュニケーション、灌漑用水の適時適
量の送水、関係機関の役割分担と協力体制を挙げたが、
この項目に沿って東播用水土地改良区の状況についても
みていくこととする。

はじめに結論を述べておくと、開発途上国のJSMと異
なり、灌漑実施機関として東播用水改良区が役割を適切
に果たし、東播用水地区においてJSMが機能する要因と
して以下の点が考えられる。

ア）灌漑実施機関が活動するための前提条件である予
算、人員（技術力を含む）が備わっている。

イ）歴史的経緯から対象地域の受益農家によるため池
灌漑システムが先に建設され、その後農家の要望に
より東播用水が既存のため池の取水口まで補給水を
届ける水利施設として建設された。このため東播用
水土地改良区では他の土地改良区と異なり、ため池
の入り口まで送水する必要があった。また土地改良
区が設置された後も、用水が届くまで時間を要した
ため、用水が届かない組合員が賦課金を支払ってく
れなかった。このため、東播用水土地改良区では末
端まで用水を届けることに注力し、賦課金の徴収率
を向上させるため事務局の方から農家に働きかける
必要があった。そこには「組合員から賦課金を払っ
てもらうためには、相手が必要とする水を必要な時
にため池まできちんと届けなければいけない」とい
う考え方があったといえる。

ウ）送水するため池・井堰は 498 か所あり、各施設ご
とに様々な個性がある。このためそれらの個性を熟
知した上で適時適量の水配分をするためには、灌漑
実施機関である東播用水土地改良区はWUAから最
新の情報を常時入手しておく必要がある。そのため
には両者の間で緊密で良好なコミュニケーションが
必要である。また WUA の側が言いたいことが言え
るよう、灌漑実施機関と対等な関係を保っている必
要がある。このため東播用水土地改良区の事務局は
お役所的な態度ではなく、民間のサービス業者が顧
客から支払いを得るためにサービスの質を向上させ
ようと努めるように、灌漑用水のユーザーである組
合員に対して丁寧に接している。

エ）この結果、東播用水土地改良区では 498 か所の各
ため池・井堰のニーズを把握した上で、それらの
ニーズに合った適時適量の送水が実現されている。

オ）上部組織であるダム・幹線水路を管理する加古川
総管では年間の取水量の上限は定めているが、いつ



－8－

どれだけの水を下流に流すかは東播用水土地改良区
からの要請に基づいた量を流している。これにより
東播用水土地改良区はダムから適時適量の送水を得
られる体制ができているため、傘下のため池に適時
適量の送水が可能となっている。つまり、加古川総
管と灌漑実施機関である東播用水土地改良区の間で
適切な役割分担と協力体制がある。また傘下の土地
改良区等は東播用水土地改良区の適時適量の送水実
績を信頼し、東播用水土地改良区に水管理の専門家
として水利施設の運営を任せている。すなわち、東
播用水地区では、加古川総管、東播用水土地改良区、
傘下の土地改良区等がそれぞれのパートにおける役
割を分担し、それぞれの役割を適切に果たしてい
る。その結果、地区全体での公平な水配分と高い賦
課金徴収率が示すように、灌漑地区全体で円滑な灌
漑運営を実現することが可能となっている。

以下ではまずはじめに灌漑実施機関が活動するための
前提条件となる、予算、人員（技術力を含む）について
見てみる。その次に灌漑実施機関と WUA の関係を構築
させた歴史的経緯、灌漑用水の適時適量の水配分方法、
それを実現させている灌漑実施機関とWUAのコミュニ
ケーションと関係、灌漑実施機関と WUA の役割分担と
協力体制について述べていく。
1）予算
第 2 節 1．2）で述べたとおり、ガーナのポン灌漑シス

テムの場合、政府機関であるKIS事務所が構造調整政策
による政府予算削減の影響を受け、幹線水路・幹線排水
路の維持管理が不十分となり、また幹線水路から支線水
路へ配水するゲートを操作する水管理要員が不足したた
め、WUA に対し適時適量の用水配分ができない状況に
あった。

一方、東播用水土地改良区では 2023 年度（令和 5 年
度）の場合、収入のうち土地改良事業収入が約半分を占
めるほか、補助金等収入が 16％、交付金収入が 3％等と
なっていて、収入総額は 3 億 6225 万 5000 円となってい
る（水土里ネット東播用水 2023）。（図4に2022年度（令
和 4 年度）の一般会計予算の収入と支出を参考に示す。）

この金額は必ずしも十分ではなく、物価が上がっている
ため、今後は今の賦課金だけでは土地改良区で施設管理
を全て行うことは難しくなるという。また現場での水管
理業務のために委託管理員 7 名を雇用している。管理員
は70～80代で1人で軽トラックの運転をするのは大変で
あり、本来 2 人 1 組で作業を行いたいが、人材、予算不
足によりやむを得ず単独で作業を行っているのが実態で
ある。しかしガーナの事例にあるような、施設の維持管
理、水管理に支障が出るほどの状況ではなく、必要な業
務は果たせているといえる。
2）人員
東播用水土地改良区の水管理業務を担当する管理職員

は 5 名である。職員のレベルは高く、土木、機械、電気
の知識があり、技術力を持っている。このため説明に説
得力があるという。

東播用水土地改良区の職員 13 名のうち、専務理事 A
氏は元農林水産省の職員、業務担当参事B氏は元兵庫県
の職員だった。A 氏は農林水産省近畿農政局の国営東播
用水農業水利事業で水利施設の設計・施工に携わってい
た。東播用水の運営開始に伴い、1989 年（平成元年）農
林水産省を退職し、東播用水土地改良区の事務局職員に
転職し、業務担当主幹に就任した。プロジェクトの施設
と管理について良く知る人物を水管理の責任者として迎
えることができたメリットは大きいといえよう。A 氏は
稲美町加古の出身で自身は農家ではないが、兄が加古土
地改良区の総代であった。

A 氏、B 氏以外の職員はほとんど東播用水土地改良区
の受益農家でもある。職員の中には傘下の土地改良区の
役員を兼ねる者もいる。例えば総務担当参事のC氏は東
播用水土地改良区の岩岡支線水路にある岩岡ポンプ池

（6 号池）水利委員会（受益地 44.4ha、組合員 95 名）の
水利副委員長兼会計である。C 氏は 0.8 ヘクタールの水
田を耕作する農家で、平日は東播用水土地改良区事務局
で勤務し、土日は農作業と水利委員会や自治会、地域の
行事の役職で多忙を極めている。C 氏の父は淡山疏水時
代からポンプ池水利委員長を務めており、疏水を子供の
時から見てきたため、疏水の運営にどういうことをする

図 4　東播用水土地改良区の令和 4年度（2022 年度）一般会計予算概要
出所： 水土里ネット東播用水「土地改良区の一般事項：事業計画と予算」2022 年 4 月 1 日，www.toban‒yosui.

jp/ippan/index.html，（2023 年 9 月 15 日閲覧）。
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か、わかっているという。また管理責任者・業務担当主
幹の D 氏は森安支線水路掛の岡土地改良区の組合員で
ある。

職員が東播用水の受益農家でもあることで、現地の農
家の利水の状況を詳しく知っている。また農家の立場も
分かり、東播用水土地改良区と傘下の土地改良区等との
良好な関係が構築できるという。職員が農家の立場・
ニーズを自分のこととして理解し、把握できることは東
播用水土地改良区の強みの一つであろう。

フリーマンの効果的な灌漑システムのWUAが持つべ
き 6 条件のうち、2 つ目の条件では「リーダーと職員が
地元のメンバーに責任を負う」としているが、東播用水
土地改良区でも事務局が東播用水地区の組合員の方を向
いて業務を行い、尽力しているといえよう。
3）歴史的経緯
東播用水土地改良区が発足してから約30年が経ち、こ

の20年間は安定した運営を行っており、組合員からの苦
情はごく少なく、東播用水土地改良区と傘下の土地改良
区等は信頼関係を構築している。しかし、この信頼関係
を構築するまでにはそれなりの歴史的経緯があった。

上記の通り、いなみ野台地では明治・大正期に淡山疏
水事業が行われ、ため池への補給灌漑が行われるように
なった。しかし、用水の総量が不足していたため、傘下
のため池では田越給水、反復利用、河川や井戸からの揚
水によって水量の確保に務め（水土里ネット東播用
水 2022）、節水しながら営農を行っていた。岩岡地区の
ように水不足から水稲が作付できず、畑作が主流だった
地域もある。

その後 1970 年（昭和 45 年）から国営東播用水土地改
良事業が始まり、ほ場整備が進むと耕地が拡大し、用水
不足が生じたため、東播用水への依存度が増していっ
た。1972年東播用水土地改良区が発足し、いなみ野台地
の受益地域は東播用水土地改良区と兵庫県淡河川山田川
土地改良区（以下、淡山土地改良区という）による二元
管理がなされてきた（南埜 2020）。東播用水土地改良区
では 1988 年（昭和 63 年）から 1996 年（平成 8 年）まで
用水を提供していたが、水利調整は淡山土地改良区の中
で行っており、水不足があったという。

淡山土地改良区の水利費は「要水反別」と言って水量
割になっており（東播用水土地改良区 2018年）、用水は
水利組合に加盟し、用水を受ける水田面積に応じて決め
られ、実際の灌漑面積とは別に地域が必要とする水量を
割り当てる方法が採用された（兵庫県東播磨県民局
他 2020年）。例えば国岡土地改良区では淡山土地改良区
に100％加入しており、水利費が10アール当たり300円

（1972 年（昭和 47 年）以降）と高かった。加古土地改良
区は50％の加入率だった。加入率によって水を供給する
ため、末端部での水需要に関係なく、決まった分だけ送

水するだけであった。
岩岡地区は江戸元禄時代に開発された新田で、水不足

から稲作ができず、畑作でタバコや綿花を栽培してい
た。岩岡地区では1919年（大正8年）山田川疏水事業の
完了を契機として耕地整理組合が結成された。山田川疏
水では上流優位であり、岩岡支線水路のため池 1 号から
17 号では、ある水をそのまま流す形だった。このため、
ため池の水を見て植えるものを決めていたことから、米
が作れず、野菜が多かった。その影響で現在でも野菜（ハ
ウス栽培）農家が多い。水量が足りないため、夜間は取
水禁止でポンプを止めた。足りない分は河川からポンプ
アップしていた。末端部まで水が来ず、脱退したため池
もあった。水のない時は稲の一株ごとに水をかけたとい
う。水田に水を張ってその水をさらにポンプアップして
キャベツなど畑に水をやったという。山田川疏水では盆
までため池に水があればよいとされていた。盆過ぎにた
め池の水量が分かるので、入札を行った。落札できな
かった農家は水稲を途中で諦め、ウシの餌にしたとい
う。1965 年（昭和 40 年）頃、深井戸を掘り、ようやく
入札しなくてよくなったという。

淡山疏水は1996年（平成8年）に東播用水土地改良区
が一元管理することになり、2016 年（平成 28 年）には
淡山土地改良区と東播用水土地改良区が合併した（東播
用水土地改良区 2018 年）。

淡山疏水から東播用水に移行したことにより、計画上
はいなみ野台地を含め 498 か所のため池等に年間を通じ
て十分な水が補給できることになった。1962年（昭和37
年）加古川東部総合開発事業期成同盟会（後の東播用水
総合開発事業期成同盟会）を発足させ、水資源の開発を
促進することになった（兵庫県東播磨県民局他 2020）。
1970 年（昭和 45 年）には国営東播用水土地改良事業が
着工し、1972 年に東播用水土地改良区が発足したもの
の、実際に灌漑用水が供給されるまでには時間を要し
た。受益地域のほ場整備は 1965 年（昭和 40 年）から始
まり、1972 年（昭和 47 年）には本格化した。このため
受益地域では水需要が高まり、用水不足が発生した。一
方、東播用水土地改良区は 1981 年（昭和 56 年）独立採
算性を取ることになり、賦課金で運営することになった
が、灌漑水利施設の工事が遅れ、（完工したのは 1993 年

（平成 5 年）であった）、用水が届かないため、賦課金が
集まらず、事務所の維持管理費が不足する状況であっ
た。参事の C 氏が 1983 年（昭和 58 年）入所した当時、
賦課金の未収金が山ほどあったという。C 氏は会計担当
理事と共に組合員を回ったが、賦課金は集まらなかっ
た。1988 年（昭和 63 年）からようやく水が届くように
なり、払ってくれるようになったという。ただ払ってく
れるところでも、「判子を付いてしまった。仕方ない」と
詐欺師呼ばわりされたこともあるという。
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そもそも 1962 年（昭和 37 年）東播用水土地改良事業
のために加古川東部総合開発事業期成同盟会が結成され
た時、農家に対し費用負担の説明が十分ではなく、1981
年（昭和56年）に東播用水土地改良区を独立採算制にす
るためには農家の費用負担が必要になることが十分伝
わっていなかったという。このため農家から賦課金を集
金できなかった。1989 年（平成元年）に農家負担が減る
ことが確定し、ようやく落ち着いた。また北部地域に用
水が届くようになり、賦課金を払ってくれるようになっ
た。長い間水がまだ届かないのに賦課金を集めなければ
ならなかったという経緯があるため、東播用水土地改良
区の職員には「賦課金をいただくために、水を送らせて
もらっている」という低姿勢な対応が定着したと考えら
れる。

フリーマンの効果的な灌漑システムのWUAが持つべ
き6条件では3つ目の条件として、「用水の配分が受益者
の果たす義務に応じて与えられる」という割当制度の存
在が挙げられている。東播用水土地改良区の農家も用水
が届くようになって、ようやく賦課金支払いという義務
を果たすようになったといえる。

新たな水源開発を渇望していた南部と異なり、北部で
は自前のため池があり、「水は余っている」という考え方
であったため、東播用水土地改良事業を待っていたわけ
ではなかった。しかしほ場整備をすれば減水深が変わ
り、用水量が増えることを十分理解していなかった。そ
こで北部の農家に対してはほ場整備をしたら水がもっと
必要になり、昔のため池では水が足りなくなるので、ほ
場整備をしたければ、東播用水に入るようにと説得し
た。当初は北部では水を送っているのに「なぜ金を払う
のか ?」と聞いてきた。水は「いらんのにな～」と言っ
ていたが、実際に営農を始めだしたら「水ください」と
言われるようになったという。職員は北部の池の水位が
減ると「そろそろ入れたらどうか」と声をかけ、ため池
の水位を保つようしているという。

1991 年（平成 3 年）最終計画変更があったため、事務
局で 3 班のチームを作り、1 日 2 回午前と午後回って約
13,000 人の同意書を取りに行った。年末年始に自治会や
水利委員の元へ行った。県営事業、国営事業、国営 II 期
事業を入れると 200～300 回説明を行い、自治会ヘは約
300 か所回ったという。お酒を持っていき、置いてくる
こともあったという。これは大変な作業であったが、ここ
まで付き合ったから今の良好な関係があるのだという。

東播用水土地改良区事務局と農家の関係に影響を与え
たもう一つの出来事は 1994 年（平成 6 年）の干ばつで
あった。しかしこの時は計画灌漑面積約7000ヘクタール
のうち、とくに北部でほ場整備工事が完了しておらず、
パイプラインが届いていなかったため、実際には約3000
ヘクタールしか灌漑していなかった。このため、給水で

きた地域では稲が枯れることはなかった。この年は賦課
金のうち、経常賦課金は徴収せず、維持管理費だけ徴収
した。

1994 年（平成 6 年）の干ばつの時には送水は 19 時に
停止した。職員がため池の操作に行くと、土地改良区の
役員が弁当を持ってきて、食べていけ、と言う。ため池
に 1 センチでも入れてあげるため、弁当を食べている間
水を流し続けた。事務局では送水を止めた後は夜間河川
に放流した。農家は夜小さいポンプで川からポンプアッ
プして取水し、あちこちで用水を分け合った。その結果
受益地域で稲が枯れたところはなかった。東播用水のお
かげ、と感謝されたという。平成6年の干ばつを乗り切っ
たことで信頼関係が向上したという。
4）東播用水土地改良区の水配分方法
①　東播用水土地改良区の水配分方法の特徴
東播用水土地改良区の水配分方法は一般的なダムを管

理している土地改良区とは異なる方式である。
ア）一般的なダムの操作管理を行う組織
一般的にはダムの操作管理を行う組織は、土地改良

区、県または市町村（実質は土地改良区に委託）、水資源
機構、国に大別される。水資源機構が管理するのは多目
的ダムであり、農業用水、工業用水、上水を供給する。
幹線水路は土地改良区が管理し、末端の水路は県・団体
営で土地改良区や水利組合が管理する。国が直轄管理す
るダムは全国で 4 つあり、2 つの県にまたがる吉野川分
水（奈良県と和歌山県）、犬山頭首工（岐阜県と愛知県）、
羽鳥ダム（用水が福島県、上水が新潟県）と加古川水系
である。加古川水系は兵庫県 1 県の中にあるが、3 つの
国営事業があり、それぞれのダムを一元的に管理するた
め、国が直轄管理している。東播用水地区の吞吐ダムも
当初は東播用水土地改良区管理の予定だったが、調整の
結果、他の 2 つの加古川水系とまとめて国の直轄管理と
なった。

イ）一般的な土地改良区の水配分方法
ダムを管理している土地改良区の一般的な管理方法

は、ダムを山奥に作り、ダムから一旦用水を河川に放流
して下流の分水工から各土地改良区がチェックスタンド
で取水する方式である。例えば明治用水土地改良区では
水源の山とダムを持ち、ダムと幹線水路の管理のみを行
う。土地改良区は幹線水路まで用水を供給することが役
割である。幹線水路からの取水は地元の各土地改良区・
水利組合がチェックスタンド方式でそれぞれ取水してお
り、支線水路以下は地元の土地改良区・水利組合が管理
を行う。

ウ）東播用水土地改良区の水配分方法
一方、東播用水土地改良区は 498 か所のため池・井堰

の取水口まで幹線水路、支線水路を使って水を届ける配
水方法を行っている。ため池等から以下の水管理は各土
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地改良区・水利組合が行っている。ため池・井堰まで用
水を配るのは東播用水土地改良区くらいであるという。
他の土地改良区ではダムから河川へ多くの用水を流し、
川で用水のロスが出る。東播用水土地改良区ではロスが
出ないよう、最初から少なく絞ってダムから取水して、
それを各ため池等に配るという細かい配水を行ってい
る。東播用水地区では各土地改良区等の水源となるため
池・井堰は498か所であるが、子池も含めると約1200個
のため池がある。

東播用水土地改良区で独自の配水方法を行っているの
は歴史的経緯によるところが大きい。すなわち上記の通
り、この地域では既に近世から多数のため池が存在して
いたが、水源であるため池の用水不足が問題となってい
た。このため南部では淡山疏水事業が実施され各ため池
に河川の水を補給する灌漑方法が採用された。東播用水
事業は淡山疏水でも足りない用水を既存のため池等に補
給するために建設された灌漑システムである。このため
水源のダムの水を各ため池・井堰の取水口まで届ける必
要があったのである。

エ）ため池等の個性に応じた水配分
しかし用水を届ける先のため池と河川（美嚢川、志染

川等）に放流した用水を取水する井堰掛を合わせると
498 か所の送水先がある（東播用水土地改良区 2022a）。
それぞれのため池や井堰掛は 1 ヘクタール未満から最大
で南部の加古土地改良区の約 300 ヘクタールを灌漑する
加古大池まで灌漑面積が異なるだけでなく（北部は小さ
いため池が多い）、ため池の構造も異なっている。小さい
ため池は代掻きの時期にはすぐ用水が枯渇するため、補
給のタイミングが重要である。大きなため池は代掻き時
に用水が十分にあるようにするために、満水にするため
に 2 月頃から送水を始めなければいけない。またため池
を管理する各土地改良区・水利組合（北部では自治会の
農会が多い）では作物の種類（水稲か、ハウス野菜かな
ど）、作付け時期が異なっており、変動もある（水稲でも
品種によって作付け期間が異なる。近年では北部でより
用水を必要とする山田錦の作付面積が拡大している）。
また農地転用等により、耕作面積も変動する。このため
498 か所のため池・井堰掛がそれぞれ個性を持ってお
り、その個性を熟知した上で、各土地改良区・水利組合
が必要とする用水量を必要な時期に合わせて送水する必
要がある。（このことを専務理事の A 氏は「ため池には
顔がある。顔をよく観察すれば配水できる」と評してい
る。）しかもこの状況は毎年変動するので、各ため池の
ニーズに応える配水をするためには、最新の情報を常に
入手しておかないといけない。

水源のダムの容量には上限がある。概して農家（土地
改良区等）の側は多めに要請してくるので、その通りに
流していたら、用水が不足してしまう。東播用水土地改

良区事務局では日々土地改良区等から出てくる要請を集
約して、全体必要量を見て、節水しながら水を配ってい
る。不満が出ないレベルで出来るだけ絞って、「細く長
く」流している。職人芸である。東播用水地区全体で個々
のため池に水不足を生じさせることなく、公平に水を配
分するためには、ダム容量の上限の中で各ため池の状況
に応じた配水を効率的に行うという極めて精緻なきめ細
やかな配水方法が求められる。

各ため池の「顔を見て」ため池の取水口まで配水しな
ければならないという難しい送水条件と、長い間水がま
だ来ないのに賦課金を払ってもらわないといけないとい
う状況があったからこそ、東播用水土地改良区と傘下の
土地改良区等との間で緊密なコミュニケーションと対等
でフランクな関係が構築されたと考えられる。東播用水
土地改良区が努力して各ため池までのきめ細やかな配水
を実現したことにより、傘下の土地改良区等からは、東
播用水土地改良区に任せているからうまく行っている、
と篤い信頼を得ることになった。

オ）加古川西部土地改良区の水配分方法
一方、同じ加古川水系の加古川西部地区の加古川西部

土地改良区は面積は約 3500 ヘクタールと東播用水地区
の約半分であり、東播用水とほぼ同時期の約30年前に運
用を開始したが、当初は分水工まで配水するチェックス
タンド方式で送水していた。ため池は約350か所あるが、
296 か所を土地改良区が管理し、残りは農家の水利組織
が管理していた。しかし組合員からクレームが来て10年
ほど前から東播用水土地改良区と同様にため池の取水口
まで配水する方法に変更したという。

カ）東播用水土地改良区と加古川総管の関係
東播用水土地改良区のため池まで配るきめ細やかな水

管理の実現は、上部組織であるダムと幹線水路を管理す
る加古川総管とも良好な信頼関係を構築することを可能
としていると考えられる。加古川総管では末端のため池
の農家の営農状況までは分からず、東播用水土地改良区
がどのため池がいつどれだけ用水を必要としているか、
知っているので、各ため池への配水は東播用水土地改良
区に任せている。このため、加古川総管では年間の取水
量の上限は定めているが、いつどれだけの水を下流に流
すかは東播用水土地改良区からの要請に基づいた量を流
している。この結果、東播用水土地改良区ではダム、中
央幹線水路は自らが管理していないものの、JSMが適切
に機能しているため、欲しい時に欲しい分だけ用水を得
て、傘下の土地改良区等に対して適時適量の送水が可能
となり、高い水資源管理能力を持つことができているの
である。

②　東播用水土地改良区の具体的な灌漑用水の供給方
法

ここからは東播用水土地改良区が日常的にどのように
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灌漑用水を傘下のため池等に供給しているのか、具体的
に述べていく。用水供給作業には職人芸のような緻密さ
がある。

ア）東播用水土地改良区の維持管理体制
東播用水地区は大きく北部と南部に分かれている。送水

箇所（ため池等）は北部で308か所、南部で190か所、全
体で498か所となっている（東播用水土地改良区 2022a）。
東播用水土地改良区は用水路 23 路線（管水路、開水路）
約 372km、揚水機場 26 か所、頭首工 2 か所、遠方監視
制御施設 36 局を管理して、これら水利施設を操作して
498 か所のため池や河川に注水している（水土里ネット
東播用水 2023）。

日常の配水管理業務（水利調整、ため池等へ送水する
ポンプの運転、バルブ、ゲートの操作等）及び維持管理
業務は東播用水土地改良区の事務局の業務担当職員がす
べて実施している（水土里ネット東播用水 2023、東播用
水土地改良区 2022a）。

ため池・井堰に用水を配分する業務担当者は12名（管
理職員 5 人、委託管理員 7 人）である。維持管理体制と
して、管理責任者を筆頭に、その下は北部用水管理班と
南部用水管理班に分かれる。北部用水管理班では、業務
担当主査、業務担当電気機械係、委託管理員 3 名、南部
用水管理班では業務担当主査兼調整係、業務担当主査兼
管理係、委託管理員 4 名の構成になっている（図 5）（東
播用水土地改良区 2022b）。委託管理員は現場で施設の
操作（バルブの開け閉め等）と水路の流量等の監視・清
掃等を行う。

管理部門については傘下の土地改良区等と応対する職
員の数は北部 2 名、南部 2 名と限られた人員となってい
るが、委託管理員の協力を得ながら業務を問題なく果た

している。職員が東播用水土地改良区の受益地全体の水
管理状況を把握できるよう、業務に慣れた人は北部と南
部の担当をローテーションさせる。北部の操作の方が難
しいので、慣れない人は南部のみの担当とするという。
施設が複雑で、ため池に水を溜めるまでが職員の責務で
ある。送水先は 498 か所であるが、管理職員 5 人で１人
約 100 か所のため池を見ており、問題ではないという。

イ）各ため池等への具体的な送水方法
東播用水土地改良区では理事会の下に 22 の路線別水

利委員会が置かれ、327 名の水利委員（任期 4 年）が任
命されている。水利委員は各路線に関係する土地改良区
等から選出されるが、加古土地改良区のように土地改良
区の理事長など代表者が務めていることが多い。用水の
送水開始や停止の依頼は水利委員が遅くとも前日までに
路線担当職員に電話もしくは FAX で行うことになって
いる（水土里ネット東播用水 2022）。職員は平日朝 8 時
から電話を受け付け、依頼を取りまとめて遠隔操作でき
る水利施設（揚水機場 4 か所、分水バルブ 3 か所、取水
ゲート 2 か所等）は事務所から水利施設の遠隔操作を行
う（水土里ネット東播用水 2023）。また残りのため池等
水利施設は現場でバルブの開け閉めや流量確認の操作を
行うので、依頼を取りまとめて 9 時に委託管理員に指示
を行う。依頼を受けてから実際に水が届くまでは半日以
上かかる。一日の依頼の数は498か所の送水先のうち50
～100 か所くらいであるという。依頼は送水開始か停止
が主であり、増やしてくれ、という要請は稀である。平
日の夜間及び休日（土日祝日）は水量や送水先の変更は
原則できないとしている。

例えば南部の国岡土地改良区では 5 月から代掻きをす
るので、その前にため池を満水にする。東播用水土地改

図 5　東播用水土地改良区維持管理体制組織図
出所： 東播用水土地改良区（2022b），『維持管理体制組織図』東播用水土地改良区、及び水土里ネット東播用水

「維持管理概要」2022 年 4 月 1 日，www.toban‒yosui.jp/maintenance/renraku.html，（2023 年 9 月 20 日閲
覧）に基づき筆者作成。



－13－

良区への電話は「水入れてくれ」の年1回だけだという。
ため池を満水にするのに40～50日かかる。あとは職員が
ため池を見て「もういいのでは ?」と言って止めてくれ
るという。

加古土地改良区では加古大池を満水にするのに大体 3
か月かかる。2023 年は 2 月 19 日加古川市八幡町野村の
宗佐厄神祭が終わったら送水を開始したいと依頼した
が、東播用水土地改良区による加古支線水路の清掃が終
わっていなかったため、2 月 20 日からの送水となった。
例年水を入れて 5 月 1 日前後に東播用水土地改良区の担
当職員（業務担当主査）から「そろそろ止めましょか」
と連絡が来る。業務担当主査は4、5日に1回は見に来て
いるという。いったん止めて 6 月中旬にため池の水が減
ればまた入れてもらうという。灌漑期は定期的に水を流
している。水を依頼して「2日後でいいか?」と言われる
こともあるが、支障はない。10 月前後に送水を止める。
理事長のE氏は「東播用水土地改良区に水を頼んで遅れ
ることはあっても、来なかったことはない。例外は平成
6 年の渇水の時だけ。」と述べている。

灌漑期は概ね 5 月中旬から 9 月中旬の間である。南部
ではコシヒカリは連休明けから 6 月上旬に代掻きを行
う。ヒノヒカリは6月20日以降遅く植えることを推奨し
ている。北部は山田錦を栽培しているため、6 月上旬か
ら 6 月中旬に代掻きを行っている。送水期間は 8 か月で
ある。9 月には送水を終えたいが、ヒノヒカリの作付け
が増えているため、コメの作期が長くなり、10月中頃ま
で流すことが増えてきた。

岩岡地区では冬場ハウス野菜の水がいる。3 分の 2 の
ため池は小さいため、3 月から水をくれと言われるとい
う。早期の米は 4 月連休前に代掻きを行うので、3 月中
にため池に水を溜める。

北部と南部では施設の構造が異なるので分けて分水し
ている。北部では水路がため池までパイプラインになっ
ているので、水が瞬時に流れる。このため、北部の方が
操作が難しい。北神戸幹線水路が一番難しく、ポンプが
2 段あり、技術の習得に 1 年はかかるという。傘下のた
め池が約 100 か所あるため、判断してそれぞれに配る量
を決める。どのくらいの量になったら流すか、マニュア
ルも作った。北部はため池が小さく、土日も代掻きする
ので、土日も使えるよう、少しずつ流す。土日は送水を
止めて月曜日に送り、満水になれば送水を止める。現場
を見て水を送っているという。

南部は開水路で水がゆっくり流れるので、大雨の対策
さえすれば、操作はより容易である。基本的に送水開始
の依頼は傘下の土地改良区等から出すべきものだが、池
の減る量を見て「そろそろ送らんと駄目じゃないのか?」
と職員の方から声をかけることもある。東播用水土地改
良区の職員の側は一定量流す方が管理が容易であるとい

う。水路がカラになるとゴミが落ちる。水が流れている
方が水路をきれいに保てるため、細く長く送るようにし
ている。止めてくれと言われて、送水を止めたら、減っ
ている所へ送る。水が余っている時は水を溜められる加
古大池に回すという。稲の穂が垂れてきたら週に 1 回流
せばよい。

また土地改良区等では下の子池から使い、上の池を使
わない。これが続くとため池の樋が開かなくなってしま
い、ため池が使えなくなる。渇水時にはため池からポン
プで取水しなければならなくなるケースもある。このた
め周りの水系を見て補給池があるので使うように言う。
土地改良区等の側は余裕に取っておきたいが、先に使っ
てくれと頼むという。

東播用水地区の中でも水利施設の構造上、「水の弱い
ところ」がある。こうしたため池には注意している。例
えば南部の神戸市西区の岩岡支線水路の 13 号池では分
水工の幅が狭く、受益地がほ場整備事業で増えた。また
土質が砂利で水が漏水する。このため水不足が生じやす
い。また岩岡支線水路の 7 号池ではもともと川掛だった
が、土地改良事業でため池掛となったため、水が足りな
い。岩岡支線水路では代掻きが 5 月なので、ため池が一
杯になるよう、4 月から送り始める。電話がかかってき
て段階的に増やしてと言われる。職員の側から言って送
水を足してあげることもある。代掻きで池の水位が急激
に下がるので、水を入れ続けるという。岩岡支線水路か
らは頻繁に送水の増量の依頼がある。岩岡支線水路では
委託管理員は 1 人 1 日 2 回見て回り、スクリーンのごみ
を取っている。1 日 1 回はため池を見ているという。

神出支線水路の堅田 3 号池は周りから排水が入るた
め、東播用水土地改良区に要求しなくても通常は水が
入ってくる。しかし2022年は雨量が少なかったため、た
め池の水が減ってしまった。職員が路線の巡回をしてい
た時に堅田 3 号池を見るとため池の底が見え、水が死水
になっていることに気が付いた。水利委員は水があると
思い込んでいたが、ため池の圧力が減って泥が入ってき
て初めて気づき、「底が見える」と電話してきたという。

また南部の広谷池は水が減ると回復するのに時間がか
かるため、職員が巡回し、「もうそろそろ入れたらどう
か」と電話をかけたという。

南部の別所支線水路の三枚池、宮谷池は元々川からポ
ンプアップして取水し、ため池は補助だった。東播用水
土地改良事業に加盟したが、支線水路からの分水径を太
くしてもため池が小さいため水を溜めることができな
い。このため毎年年に 2 回くらい灌漑期の途中に東播用
水土地改良区の事務所に「水が来ない。入れてくれ。た
め池を見てくれ。」と電話があり職員が見に行くことも
あったという。

適切な用水供給のためにはどのため池にいつからいつ
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まで流すか、という情報を収集し、蓄積することが必要
である。管理職員は南部は概ね 2～3 日に 1 回は見に行
く。北部はため池が山の上にあるため見に行けないの
で、代わりに委託管理員が見ている。池の水が減ってい
る、等の報告が来る。また水利委員から連絡が来ない時
は見に行っている。

管理職員は各ため池にはいつどれだけの水が必要か、
頭に入れており、担当間で情報を共有している。498 か
所の送水箇所の状況が異なるので、統一されたやり方は
ない。過去30年間のデータと勘と経験で配水量と時期を
判断している。管理職員は毎日ため池ごとに送った水量
を○○ t と記録を付けている。データは担当が自分で入
力し、翌年の配水作業で活用している。データを見れば
過去のやり方が分かるので担当が変わっても大丈夫であ
るという。

ただし、専務理事A氏とその同世代の時は南部、北部
とも全体を把握していたが、現在では業務分担によっ
て、他の地区の状況は分かりにくくなっており、全体を
分かっている職員が少なくなってきているという。若い
担当者は自分の担当地域（北部、南部）しか知らない。
水を送らないところは分からないので、できる職員は北
部と南部の担当をローテーションするようにしている。
5）東播用水土地改良区と傘下の土地改良区等とのコ
ミュニケーション・関係

この各ため池の状況に応じたきめ細やかな適時適量の
配水を実現するためには、ため池を管理する WUA（土
地改良区等）から情報を入手することが不可欠である。
そのためにはWUAとの緊密で良好なコミュニケーショ
ンが欠かせない。

また WUA から最新の情報を提供してもらうために
は、灌漑実施機関と対等な関係を持ち、WUA が敷居の
高さを感じずに、言いたいことをどんどん言える状況を
作っておくことが不可欠である。このため東播用水土地
改良区の職員は土地改良区等の役員や水利委員に丁寧に
低姿勢で接し、よく話を聞き、共通の話題を見つけて仲
良くなる努力を続けている。東播用水土地改良区の側の
姿勢と努力が農家が言いたいことを言える関係を構築し
ていると考えられる。

こうした「上から目線」でない、対等な関係は必ずし
も他の土地改良区にも当てはまるものではない。河川に
水を一旦落とす配水方法を取っている土地改良区では、
ダムと幹線水路の管理のみで業務が完結するため、末端
の水利組織の状況について詳しく知る必要がなく、役所
的な対応になっている所もあるという。

東播用水土地改良区の事務局が傘下の土地改良区等と
どのようなコミュニケーションを取り、どのようにして
対等な関係を構築してきたのか、具体的に述べていく。

①　ため池に関する情報の収集
専務理事のA氏によると、水管理を良くしようと思う

と、ため池の状況をよく知っているとうまく行く。A 氏
は用水の供給も役員とのコミュニケーションも全力投球
で行う、という。それによって灌漑運営の効率が良くな
るという。A 氏は業務担当主幹当時、東播用水土地改良
区の傘下の 498 か所の送水箇所の用水量・性質・ため池
のバルブの位置・操作方法・ため池の状態など施設に関
する情報、施設を運営している土地改良区等の組織状況
や営農状況等の情報がほぼ頭の中に入っていたという。
これらの情報を収集・更新するため、A 氏は日々の対話
と現場への訪問を通じて情報を入手しようと努め、常に
機会を見つけて傘下の土地改良区の役員とコミュニケー
ションを取るように努めているという。その際は同窓の
話題など共通の話題を探し、距離を縮めていくという。
傘下の土地改良区等に関するこうした情報を持つことに
より、各土地改良区等のニーズを把握でき、各土地改良
区等がいつ、どのくらい用水を必要とするか具体的に把
握することができ、498 か所のため池・井堰等に対し適
時適量の配水が可能となるという。

農家が忘れていても、東播用水の側からそろそろ流し
ますか ? 止めますか ? と声をかけることができるのはこ
うした情報の蓄積があるためである。こうした業務姿勢
はA氏から部下の職員にも浸透し、それぞれの職員は自
分の担当地区（南部と北部）のため池の状況は詳しく把
握しているという。対話の機会は日常の送水・停止の依
頼電話・FAX に限らない。（電話の方が詳細情報が分か
るのでより良いという。）東播用水土地改良区の理事会、
総代会、路線別水利委員会の後や東播用水土地改良区の
職員が土地改良区等の会合に呼ばれて説明をする際に逆
に地域の事情をヒヤリングすることもある。また県土連
の集会や、研修会などの交流機会など様々な機会を活用
して情報を集めることに努めている。

②　路線別水利委員会の位置づけ
上記の通り、Kono 他（2012）は豊川用水土地改良区

の水利調整について、年に 1 回の水利調整会議に豊川用
水土地改良区と末端の水利組合の代表者が出席し、水配
分について協議を行う。豊川用水土地改良区では農家の
要望を取りまとめて水資源機構と協議し、年間の配水計
画を策定する、としている（Kono 他 2012）。東播用水
土地改良区の場合は、日常的な事務局と傘下の土地改良
区等との緊密なコミュニケーションがあるため、路線別
水利委員会で水利調整を行うのではない点が異なってい
る。

路線別水利委員会は毎年1回6月に22の路線別に開催
され、各土地改良区、水利組合から代表者が出席してい
る。しかし、この時は各土地改良区間の水利調整を行う
のではなく、当該年度の全体配水計画を事務局から説明
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するだけである。この会議で用水量を決めるというのは
建前であって、会議は既に決まっている配水計画を確認
する・承認する場でしかない。この会議の場で突然送水
を要請する農家（土地改良区等）はいないという。個別
の水利調整は事務局と各理事長、水利委員の間で既に日
常的に緊密にやり取りする中で十分されているためであ
る。（会議終了後個人的に質問や相談に来るケースはあ
る。）

③　現場での問題解決
A 氏は農家との間でもめ事が生じたときは、部下に現

場に行って話してこい、と指示しているという。現場で
ため池や水利施設を見ながら農家と話すことでお互いに
それぞれの事情が良くわかり、理解が深まることでもめ
事も収まるという。

A 氏によると、東播用水地区の運営の初期の頃、一階
の大部屋で仕事をしていたので、5 人の管理職員の電話
内容が分かった。ワーと言われて揉めているなとわかっ
た時がある。そういう時はこうなんじゃないの ? と考え
させ、戦略を練って現場へ行って直接話してこい、と送
り出した。よほど揉めたとき以外は職員一人で行かせた
という。

また、かつて苦情を言いに来た人に対して話を切り上
げようとする職員がいた。それに対して、言い分を聞い
てあげ、現場に行きましょう、と言うよう指導したとい
う。

現場で一緒に話していると仲良くなれる。職員にはた
め口が聞けるようになれ、と言っているという。担当者
が変更になったら水利委員に覚えてもらうよう、現場へ
行け、池へ行け、と言っているという。

④　丁寧な対応
東播用水土地改良区に入った時から職員は 70 代くら

いの人と応対する。若い職員が役場の部長等と話をする
必要があるので、低姿勢で丁寧に対応することを説いて
いるという。A 氏によれば、農家と良好な関係を築くこ
とにより用水の供給も効果的に行うことができるように
なる。このため人間関係が苦手な人は職員には向かない
という。

⑤　サービス業の精神
参事の C 氏も事務局に入った時からサービス業だと

思ってやって来たという。東播用水土地改良区は組合員
から賦課金をいただくというスタンスで、低姿勢で行
き、丁寧に対応するという。賦課金をもらうために、水
を送らせてもらっている、と言う意識で業務を行ってい
るという。これは賦課金が東播用水土地改良区事務局の
運営費となり、良いサービスをしないと農家から賦課金
を徴収できないため、と認識しているからである。

また、建前は土地改良区等が用水の送水開始、増量、
減量、送水停止を連絡し、それを受けて東播用水土地改

良区が送水管理をすることになっているが、実際には忘
れている場合や水利委員が兼業で平日忙しくて対応でき
ない場合があるので、東播用水土地改良区の職員から、
そろそろ流しますか ? そろそろ止めますか ? と声を掛け
たりすることもあるという。

水利委員が交代した時は勝手がわからないので何をど
うして良いか戸惑うことがある。そのため、水利委員は
最初にいろいろ聞いてくる。この時丁寧に対応すること
を心掛けている。手間を惜しんではダメ、顔の見える関
係作りを惜しんではダメだという。他の場合は説明は要
らなくなったという。

また、ため池等の水利施設以下の水管理は各土地改良
区等が行うことになっているが、農家によってはパイプ
ラインの充水方法や空気弁や加圧ポンプの分解方法を聞
いてくるケースがあるので、教えてあげるという。

傘下の土地改良区等と良好な関係を築いていくこと
で、水を我慢してほしい時や、パイプラインが漏水して
送水が遅れたときなど事務局が困っている時、協力して
くれるという。

⑥　最初の 10 年間の事務局と土地改良区等の関係
東播用水地区の運営が始まって、最初の10年間は土地

改良区等（農家）が過剰に水を要請してきたり、事務所
まで配水量が少ないとクレームに来たりしたこともあっ
た。その場合は職員が現場まで行って現場を一緒に見な
がらこれで充分であると説明して、わかってもらうこと
もあった。

ため池のバルブの操作は職員が行うことになっている
が、東播用水の送水が始まってから10年くらいはため池
のバルブを土日に勝手に開ける農家がいた。また焦った
水利委員が勝手に幹線水路のバルブを操作してしまい、
パイプやバルブの破損が生じたこともあった。バルブを
回せばもっと水が出ると勘違いしていたという。このた
め役員を集めてため池の現場で流量計を見せ、こっちに
送っているのはこれだけ、と説明した。その結果 2 回続
けてバルブを開けるところはなかった。最初の頃は「水
を送らない」「金を払わない」という喧嘩もあった。この
ため現場へ行って説明した。その後は仲良くなったとい
う。

⑦　現在の事務局と土地改良区等の関係
東播用水土地改良区では水管理を約 30 年間行ってき

ており、最初の 10 年間はいろいろ言ってくる人もいた
が、この20年間は東播用水土地改良区の水管理のやり方
を理解してくれるようになり、問題はないという。農家
の側も 30 年間の経験で必要な時に必要な量の水が来る
ことを承知しているので、今は事務局の配水を信頼して
任せている。

お互いのことが良く分かるようになって、農家の側が
東播用水土地改良区を信頼してくれているため、水利委



－16－

員による勝手な（違法な）バルブ操作はなくなった。ま
た事務局の側も水利委員の事情（兼業で忙しいなど）を
理解しているので、忘れていそうなところ、水がもうす
ぐなくなりそうなのに、言ってこないところにはこちら
側から事前に声をかけることもある。

組合員もだんだん慣れてきて言わなくなったという。
一部の例外的な、施設の構造上水不足が生じやすいため
池・井堰掛を除いて、ほとんど苦情はない。また路線別
水利委員会でクレームが出たことはないという。会議が
終わってから「実は…」と言われたことはあるという。
日々の担当職員と土地改良区等の理事長とのやり取りが
あるため、他の土地改良区よりはクレームは少ないので
はないかという。

一方、農家の側も東播用水土地改良区に対しては対等
の立場で接している。農家の側が言いたいことを言えな
い、と言うことはない。何か問題があれば農家は職員に
対してどんどん言ってくるという。例えば加古土地改良
区の理事長 E 氏は「東播用水土地改良区の理事長、専務
理事を知っているので何かあれば相談している。東播用
水土地改良区との間で困ったことはない。壁がないお付
き合いをしている。」と評している。東播用水土地改良区
が 30 年間適時適量の水管理の実績を積み上げることに
よって事務局と傘下の土地改良区等の間で信頼関係が構
築されたといえる。

⑧　近年の土地改良区等の水管理の粗さ
一方、上記の通り、農地転用によって東播用水地区の

灌漑面積は年々減少しているため、用水は余るはずであ
るが、近年では兼業農家や離農が増え、営農組合が水管
理をするケースが増えてきており、傘下の土地改良区等
の水管理の粗さが問題になっている。その結果、各ため
池における水の使用量の増加が課題になってきている。
水不足が生じるケースは水の使い過ぎが原因であるとい
う。

10年位前から営農組合による水管理が増えてきた。地
元の営農組合は地域の農家の監視があるので問題ない
が、2、3年前から農協系のアグリファームで水管理が粗
く、社員がパイプラインのバルブを開けっぱなしする
ケースが出ている。水量を管理せず、バルブの開閉しか
せず、1 週間に 1 回くらいしか見ないという。このため
地元の土地改良区の水利委員が代わりにバルブを閉めて
クレームが出るケースがあるという。

兼業農家がパイプラインのバルブを閉め忘れるケース
が生じている。朝開けて夜閉めるのを忘れたため、夜間
も水が出しっぱなしになり、水田が水浸しになるケース
もある。

事務局では組合員に対し「掛け流し」をせず、パイプ
ラインのバルブの開閉を忘れないよう、節水を呼び掛け
ている状況である。しかし徐々にバルブの開閉が緩んで

くる。なんでこんなに、と言うと少なくなるが、しかし
また緩んでくるという。

加古土地改良区ではパイプラインの給水栓の開閉が緩
んでいたので、2022年に渇水が生じたとき、加古大池の
水が大幅に減少し、理事長達は危機感を抱いたという。

⑨　依存型の役員の増加
さらに、土地改良区等の水利委員の側にも事務局任せ

の依存型の役員が増えてきているという。
送水や停止の連絡を忘れてしまう水利委員がいる。そ

の場合は金曜日に現場を見て土日の休みの前に、職員の
方から、どうしますか ? と聞くという。上記の通り、水
利委員には土地改良区の理事長などが就くことが多い
が、任意の水利組合の場合は水利委員が自治会の担当者
などいろいろなパターンがある。自治会の農会の役職で
水利委員に就いたが水田がない、と言う人もいる。小規
模の水利組合には働きかけを多くしており、手間暇がか
かるという。北部は自治会や農会の役職者、南部は水利
組合や土地改良区が多い。

送水の開始は頼んでくるが、途中の中干しの後連絡を
職員にするのを忘れてしまうケースも年に 10 件くらい
あるという。代掻きは大量に水が必要なので、小さなた
め池は気が付いたらカラになっていることもあるとい
う。水利委員がサラリーマンのため、平日ため池を見に
行けず、土日に見に行ってカラになっていることに気づ
くこともあるという。南部は専業農家の水利委員が多い
が、北部の水利委員は兼業農家のサラリーマンが多い。

「自分は働いている。水入れしてられない。」と言い、今
すぐ入れてくれ、と言われることもあった。すぐ送水す
ることは無理で、早くても当日の夕方になると説明する
と怒る水利委員もいた。

また水利委員の任期は 4 年間となっているが、1 年交
代の役員がいたケースでは「自分は分からないので好き
に流してください」と言われたことがあったという。今
後代替わりすると水管理が分からない理事長が出てくる
可能性もある。仕事について前任者からの引継がされて
おらず、「東播用水土地改良区に聞いて」と言うところも
ある。「池の水が 15 センチ減ったから入れて」と言って
くるケースもあった。水利委員が対応できず、副水利委
員の人が電話してくることも年に数件ある。今後の東播
用水土地改良区の運営の課題であろう。
6）東播用水地区における加古川総管、東播用水土地
改良区、傘下の土地改良区等の役割分担

東播用水地区では加古川総管がダムを管理している。
加古川総管は年間の取水量の上限は定めているが、いつ
どれだけの水を下流に流すかは東播用水土地改良区と上
水道を管理する企業庁からの要請に基づいた量を流して
いる。渇水期にはシミュレーションを行い、技術的観点
から選択肢を示すものの、いつどのくらいになったら水
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を止めるかを判断するのは東播用水土地改良区と企業庁
である。年間の総取水量が 16,400 千 m3、毎秒 1t 流すと
いう規則があるが、その範囲内であれば送水を断ること
はないという。

加古川総管はダムに水を溜めることに注力し、東播用
水土地改良区の要望に沿って導水路に水を流すという。
東播用水土地改良区でも吞吐ダム、川代ダム、大川瀬ダ
ムの流量データを分かっている。30年間の運営のデータ
があるので、加古川総管には毎年 3 つの土地改良区から
同じ計画が出てくると言い、土地改良区による灌漑地区
の運営を信頼している。

国が配水量を決めず、ユーザーの要望に応じた配水を
行っている点は開発途上国とは大きく異なる。その理由
として「東播用水土地改良区が末端の農家のニーズ（い
つどれだけの水が必要か）を最もよくわかっているか
ら、東播にこれだけ流してください、と言われば、その
通りに流す」ということである。

また上記の通り、傘下の土地改良区等も東播用水土地
改良区の配水を信頼しており、任せている。加古川総管、
東播用水土地改良区、傘下の土地改良区等はそれぞれの
役割を果たし、ワンチームになって灌漑システムの水源

（ダム）から末端の農地までの配水を適時適量に行って
いるといえる。

第 5節　考察

1．東播用水地区の JSMの成功要因
1）成功要因
本稿では東播用水地区でどのように JSM が成功して

いるのか、特に東播用水土地改良区がJSMを行いながら
なぜ高い水資源管理能力を持つことができるのか、見て
きた。

第 4 節 2．で述べた通り、東播用水土地改良区におい
て JSM が機能する要因として以下の点が挙げられる。

ア）灌漑実施機関が活動するための前提条件である予
算、人員（技術力を含む）が備わっている。

イ）歴史的経緯から対象地域の受益農家によるため池
灌漑システムが先に建設され、その後農家の要望に
より東播用水が既存のため池の取水口まで補給水を
届ける水利施設として建設された。このため東播用
水土地改良区では他の土地改良区と異なり、ため池
の入り口まで送水する必要があった。また土地改良
区が設置された後も、用水が届くまで時間を要した
ため、用水が届かない組合員が賦課金を支払ってく
れなかった。このため、東播用水土地改良区では末
端まで用水を届けることに注力し、賦課金の徴収率
を向上させるため事務局の方から農家に働きかける
必要があった。そこには「組合員から賦課金を払っ
てもらうためには、相手が必要とする水を必要な時

にため池まできちんと届けなければいけない」とい
う考え方があったといえる。

ウ）送水するため池・井堰は 498 か所あり、各施設ご
とに様々な個性がある。このためそれらの個性を熟
知した上で適時適量の水配分をするためには、灌漑
実施機関である東播用水土地改良区はWUAから最
新の情報を常時入手しておく必要がある。そのため
には両者の間で緊密で良好なコミュニケーションが
必要である。また WUA の側が言いたいことが言え
るよう、灌漑実施機関と対等な関係を保っている必
要がある。このため東播用水土地改良区の事務局は
お役所的な態度ではなく、民間のサービス業者が顧
客から支払いを得るためにサービスの質を向上させ
ようと努めるように、灌漑用水のユーザーである組
合員に対して丁寧に接している。

エ）この結果、東播用水土地改良区では 498 か所の各
ため池・井堰のニーズを把握した上で、それらの
ニーズに合った適時適量の送水が実現されている。

オ）上部組織であるダム・幹線水路を管理する加古川
総管では年間の取水量の上限は定めているが、いつ
どれだけの水を下流に流すかは東播用水土地改良区
からの要請に基づいた量を流している。これにより
東播用水土地改良区はダムから適時適量の送水を得
られる体制ができているため、傘下のため池に適時
適量の送水が可能となっている。つまり、加古川総
管と灌漑実施機関である東播用水土地改良区の間で
適切な役割分担と協力体制がある。また傘下の土地
改良区等は東播用水土地改良区の適時適量の送水実
績を信頼し、東播用水土地改良区に水管理の専門家
として水利施設の運営を任せている。すなわち、東
播用水地区では、加古川総管、東播用水土地改良区、
傘下の土地改良区等がそれぞれのパートにおける役
割を分担し、それぞれの役割を適切に果たしてい
る。その結果、地区全体での公平な水配分と高い賦
課金徴収率が示すように、灌漑地区全体で円滑な灌
漑運営を実現することが可能となっている。

東播用水土地改良区では、ため池の入り口まで送水し
なければいけないという他の土地改良区とは異なる特殊
な灌漑施設の制約に加え、水が届かないのに賦課金を集
めなければならないという事務局発足当時の厳しい徴収
条件、平成 6 年（1994 年）の大干ばつという危機を事務
局と農家が協力して共に乗り切ったという体験が、精密
で細やかな送水とサービス業のような低姿勢で丁寧な対
応を作り出し、事務局と傘下の土地改良区等との常時緊
密で良好なコミュニケーションと対等な関係を実現させ
たといえるだろう。

さらに水源であるダムを管理する加古川総管が東播用
水土地改良区に対し全幅の信頼を寄せて事務局の要請に
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基づいて適時適量の送水をしてくれることにより、東播
用水地区では極めて複雑な水管理をしながら JSM が成
功し、高い水資源管理能力を保持して水不足を生じさせ
ることなく、公平な水配分を実現していると言えるだろ
う。

東播用水地区では、農林水産省がダムを管理し、中間
施設である東播用水土地改良区がダムで貯留した用水等
を受益地域のため池等に補給し、末端の土地改良区等が
ため池等の末端水源施設を管理するという三者連携に
よって広域水利システム連携体制が成立している（福
田 2023）。ここでは加古川総管、東播用水土地改良区、
傘下の土地改良区等の三者による重層的役割分担がなさ
れている。三者は立場が違うが灌漑システムの運営が成
功することにより、農家の営農が成功するという同じ目
的を追求している。地域利水を向上させ、農家の農業生
産を向上させるため、三者がワンチームとなって協力
し、それぞれの役割分担を果たすことでJSMが成功して
いると考えられる。
2）水管理の専門家としての東播用水土地改良区事務
局

Mukherji他（2009）はIMTはそもそも成功しない。灌
漑実施機関である政府の能力（予算、人員）が不足して
いるのに WUA のニーズに合ったサービスはできない、
としている。その代りに彼らが提唱しているのは民間企
業によるダム・幹線水路の管理（Public private partner-
ship: PPP）である。確かに民間企業は政府機関と異なっ
て、顧客である WUA のニーズを知り、ニーズに沿った
灌漑サービスを効率的に提供できるであろう。しかし、
民間企業は採算が取れない灌漑事業には参入しないだろ
う。例えば事例で挙げたガーナのポン灌漑システムでも
世界銀行のアドバイスにより、政府のKIS事務所に代わ
り、民間セクターによる幹線水路管理を推進しようとし
たが、2017年の水利費の徴収率が低い段階では手をあげ
る民間企業は現れなかった。また民間企業は自社の利益
を優先して、顧客である末端の農家へのサービスが劣化
する可能性もあるだろう。例えば用水が到達しにくい末
端部は灌漑システムの受益地から外されてしまう可能性
もあるだろう。

東播用水土地改良区の場合は民間企業と異なり、採算
性を優先して事業を行っているわけではないことが大き
く異なっていると言えよう。上記の通り、水の送水が難
しい、ため池も含めて受益地域全体に公平に水を送るこ
とに注力しているといえる。

一方で東播用水土地改良区は土地改良区であるため、
組合員である農家が水利施設運営への意思決定に参加で
きる仕組みは総代会、理事会として持っている。しかし
日常の具体的な用水の配分は水管理の専門家である事務
局職員が傘下の土地改良区等の水利委員のニーズを聴取

し、その時の用水の必要量に応じて決定し、実行してい
る。事務局が行っている業務は農家が水を必要としてい
る時に必要な量の水を送るという、あたかも民間のサー
ビス業のように顧客のニーズを正確に捉えて必要として
いるサービスを提供しているといえる。東播用水地区に
おいてJSMが成功しているのは、東播用水土地改良区の
事務局が精緻で細やかな用水配分の技術を極め、農家に
対して高い品質のサービスを安定的に提供できるように
なり、その結果、水管理の専門家である東播用水土地改
良区をユーザーである農家が信頼し、水管理の実務を任
せていることが成功の要因であると言えるのではないだ
ろうか。

東播用水土地改良区事務局と農家（土地改良区等）の
間には事務局の長年の安定した適切な運営に対して農家
の側が評価し、東播用水土地改良区に対して信頼感を持
つという関係が構築されている。このため事務局にいつ
どれだけの水を送るかという送水を任せている。事務局
の側は農家の期待に応えるよう、農家と常に緊密な連絡
を取り、農家が必要とする時期と量を正しく把握し、農
家のニーズに応じた適時適量の送水をしている。これに
よって灌漑システム全体の水管理が安定しているといえ
る。

陳・水谷（2002）は、日本の大規模近代的灌漑施設に
おいては、施設の維持管理に専門技術が要請されるた
め、水管理は農民の手を離れ、専門技術者により管理運
営されていると指摘している。水管理の責任と権限は水
利用者である農民の手にあるが、近代的施設の農民によ
る直接的管理はほとんど困難である。このため農民は自
らは管理を行わず、公的機関や専門家集団に水管理を信
託するという「信託的水管理」を行っているという。す
なわち、国営事業で建設した灌漑施設においては大規模
土地改良区等の水管理は公的支援を要件としたうえで信
託的管理が行われており、自治的水管理形態から自治と
信託的管理が併存する水管理形態に変化してきたとして
いる（陳・水谷 2002）。東播用水土地改良区事務局と農
家との関係においてもこの信託的管理がなされており、
その結果安定的な水管理がなされている、と言えるので
はないだろうか。

このことは東播用水土地改良区と上部組織である加古
川総管との関係においても言えることである。加古川総
管は東播用水土地改良区事務局が緻密で効率的な水配分
を傘下のため池に行っているという実績を信頼し、いつ
どれだけの水を下流に流すかは東播用水土地改良区から
の要請に基づいた量を流している。東播用水土地改良区
が傘下の農家の営農状況まで詳しく把握し、農家に適時
適量の送水ができているという実績を評価しているとい
えよう。
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2．東播用水地区における今後の灌漑運営の課題
一方、東播用水地区ではこれまでの東播用水土地改良

区事務局の質の高いサービスゆえに課題も生じている。
すなわち、農家の側では事務局の高いサービスの品質を
信頼し、専門家である事務局に「お任せする」という依
存性が高まっているといえる。今後も兼業農家や離農の
増加、営農組合への水管理の委託は増えていくことが予
想されるため、傘下の土地改良区等の水管理がより粗く
なることが予想される。また依存型の役員が増えると東
播用水土地改良区とのコミュニケーションの量や質の低
下も懸念される。

今までは東播用水土地改良区はため池の入り口まで用
水を届けさえすれば、後は地元の土地改良区等が効率的
に用水を使ってくれていた。しかし現在土地改良区は農
村の混住化、兼業化、高齢化によって、維持管理作業の
担い手の不足（溝さらいに夫役として出てくる組合員の
減少）や土地改良区の役員の成り手不足が問題となって
いる（Kakuta 2020、2021）。今までPIMの成功事例とし
て評されてきた土地改良区の運営自体が危うくなってい
るところがある。

今後は東播用水地区の高い灌漑運営の水準を保つため
には、東播用水土地改良区事務局が各ため池以下の末端
の水管理にまで助言、関与していくことが求められ、事
務局の業務がさらに増えていく可能性もあるのではない
だろうか（石井・岡本 2002）。東播用水土地改良区の今
までの各ため池に効率的に用水を使ってもらい、全体で
用水を節水しながら全体に行き渡らせるという「細く長
く」流す方法をいかにして維持していくのか、今後の課
題になると考えられる。
3．東播用水土地改良区事務局が質の高いサービスを
提供する理由

では利益を追求する民間企業ではない東播用水土地改
良区はなぜここまで質の高いサービスをユーザーである
農家に提供するのだろうか。東播用水がため池の取水口
まで水を配るのは、公平な水配分のためであるという。
東播用水土地改良区の職員がここまで傘下の土地改良区
等の個々のニーズに応じたきめ細かな送水を行うのは、
東播用水土地改良区が送った水をうまく使ってもらいた
い、という思いがあるためである。それは灌漑システム
の運営を成功させたい、という思いからであろう。さら
にその背景には東播用水土地改良区が日本で有数の優良
土地改良区として高い評価を得ており、ため池まで配る
きめ細やかな水管理をしているのは東播用水土地改良区
くらいであるという自信と誇りがあるため、と考えられ
る。東播用水土地改良区の運営の質の高さを保っていき
たい、という思いが職員には共有されているため、少な
い人員ながら緻密で複雑な業務を行っていると考えられ
る。

他地区とは異なりため池まで送水するという、難度の
高い送水を実行して農家のニーズに合った配水を実現す
ることで農家からの信頼を積み上げ、また農家との対話
を何度も重ねてきた結果、当初は低かった賦課金徴収率
を全国でもトップクラスにまで高めることができたとい
う、自分たちのやって来た30年間の実績に対する自信と
誇りがあるといえる。

東播用水地区の JSM の成功の要因は東播用水土地改
良区、加古川総管、傘下の土地改良区・水利組合等の関
係機関三者が自分の役割を適切に果たしていることと、
東播用水土地改良区事務局の職員が灌漑システム運営に
おける高度な専門技術と高い志気を有していることであ
るといえよう。

 （了）
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